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技能実習生の運用要領には、技能実習は42時以上又は45時間以上の時間外労働を実施させる

ことは、原則想定しておりません。一般の日本人労働者の場合、36協定の特別条項により

「時間外労働+休日労働の合計100時間未満」まで認められることがあります。

しかし、技能実習生にはこの特別条項が適用されません。どんな場合でも月80時間が上限です。

・通常の労働時間制：月45時間まで

・1年単位の変形労働時間制：月42時間まで

この時間を超えた場合外国人技能実習機構に

「軽微変更届」と「理由書」
の提出が必要です

技能実習法では、月80時間を超える残業は禁止

されています。技能実習制度は「技能移転」を
目的としています。過度な残業は制度の趣旨に反し

ます。

年間2回以上の月80時間超過は

技能実習生の受入停止処分

昨年は監査にご協力いただきありがとうございました。

今年も監査月は3月6月9月12月になります。

今年も引き続き、変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。


